












第６号様式（１）

　（第９条関係）

 ①障害名 （部位を明記）

　注意 １．

 ②原  因  と な っ た 　交通、労災、その他の事故、戦傷、戦災、自然災害、

疾  病 ・ 外 傷 名 　疾病、先天性、その他（　           　　　　　　　　　　）

　注意 ２．

 ③疾病 ・外傷発生年月日   場  所

 ④参考となる経過 ・現症（エックス線写真及び検査所見を含む。）

障害固定又は障害確定（推定） ： 　　　　 　　年　　 　月　 　　日

 ⑤総合所見

【 将来再認定　 ： 要（軽度化・重度化）　（再認定の時期　　　年　　　月　　　日) 　 ・　 不要  】

 ⑥その他参考となる合併症状

身体障害者福祉法第１５条第３項の意見　[ 障害程度等級についても参考意見を記載すること]
内訳（肢体・脳原性要記載）

障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に 右 左

 上　　肢 級 級 級

・ 該当する　　　　　　（　　　　　　級相当 ）  下　　肢 級 級 級

・ 該当しない  体　　幹 級 脳原
上肢 級 脳原

移動 級

上記のとおり診断する。

　　　　　　年　　　　月　　　　日

病院又は診療所の名称 印

所   在   地
電 話 番 号

診療担当科名 科 医師氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　 注意 ３．歯科矯正治療等の適応の判断を要する症例については、「歯科医師による診断書・意見書」（第６号様式⒂）を添付してください。

４．障害区分や等級決定のため、沖縄県身体障害者更生相談所から診断内容等についてお問い合わせする場合があります。

身体障害者診断書・意見書　（　　　　　　障害）

年　　　　月　　　　日

         年      月       日 （      )歳氏　名

障害名には以下の（　）内の具体的な障害名（部位を明記）記載してください。
例）視覚障害（両眼視力障害・視野狭窄・視野欠損等）、聴覚障害（両耳全ろう・語音明瞭度著障等）、平衡機能障害（中枢性平衡失調等）、音声機能障害（喉頭摘出・発声筋麻痺等）、
言語機能障害（ろうあ・聴あ等）、上肢機能障害（右肩関節機能全廃、左手指欠損等）、下肢機能障害（右足部欠損・左膝関節著障等）、右半身麻痺、体幹機能障害、脳原性運動機能障
害(上肢・移動）、内部障害（心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害等）を記入してください。「指定医師必携障害名記載例参照」

疾病・外傷名には、視覚障害（緑内障等）、聴覚・平衡機能障害（先天性難聴、メニエール病等）、音声・言語・そしゃく機能障害（咽頭腫瘍、脳血管疾患等）、肢体不自由（脳血管疾患、
脳性麻痺、関節リウマチ等）、内部障害（心室中隔欠損、慢性腎炎、肺気腫、膀胱腫瘍、直腸腫瘍、特発性仮性腸閉塞症等）の原因となった疾病・外傷名を記載してください。「指定医師
必携疾病・外傷名記載例参照」

TEL住  所

男 ･ 女性別
生年
月日

両
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（診断書の記載要領）

１．障害名

部位とその部分の機能の障害を記載する。

別表１の記載例参照

２．原因となった疾病・外傷名

障害をきたすに至ったいわゆる病名を記載する。

別表２の記載例参照

また、 原因となった疾病・外傷の発生した理由については、該当する項目を○で囲

む。該当する項目がない場合は、その他の（ ）内に具体的に記載する。

例（一酸化炭素中毒）

３．疾病・外傷発生年月日

疾病の場合又は発生年月日が不明の場合は、医療機関における初診日を記載する。月、

日について不明の場合は、年の段階に留めることとし、年が不明確な場合は○○年頃と

記載する。

４．参考となる経過・現症

障害が固定するに至るまでの経過を簡単に記載する。

なお、現症については、個別の所見欄に該当する項目がある場合は、この欄の記載を

省略してもさしつかえない。この場合、所見欄には現症について詳細に記載すること。

５．総合所見

障害の状況についての総合所見を記載する。

個別の所見欄に記載がある場合には、省略してさしつかえないが、生活上の動作、活

動に支障がある場合には、個別の所見欄に記載された項目の総合的能力を記載する。

６．将来再認定

将来障害がある程度変化すると予測される次の場合に記載すること。なお、参考とし

て再認定の時期についてもその期日（例えば３年後）を記載することが望ましい。

ア 成長期に障害を判定する場合

イ 進行性病変に基づく障害を判定する場合

ウ その他認定に当たった医師が、手術等により障害程度に変化が予測されると判定す

る場合

７．その他参考となる合併症状

複合障害の等級について総合認定する場合に必要となるので、他の障害（当該診断書

に記載事項のないもの）についての概略を記載することが望ましい。

（例 肢体不自由の診断書に「言語障害あり」等を記載する）

８．身体障害者福祉法第15条第３項の意見

該当すると思われる障害程度等級を参考として記載する。

なお、障害等級は都道府県知事が当該意見を参考とし、現症欄等の記載内容によって

決定するものである。

９．各障害の状況及び所見

各障害の状況及び所見欄は、障害の状況を判定するために必要な事項について、それ

ぞれの診断書様式に示された測定方法等により厳正に診断し記載する。
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別表１ 障害名記載例

１．視覚障害

両眼視力障害、視野狭窄、視野欠損

２．聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害（両耳全ろう、語音明瞭度著障）

平衡機能障害（中枢性平衡失調）

３．音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

音声機能障害（喉頭摘出、発声筋麻痺）

言語機能障害（ろうあ、聴あ）

４．肢体不自由

上肢機能障害（右肩関節機能全廃、左手指欠損）

下肢機能障害（右足部欠損、左膝関節著障）

体幹機能障害（下半身麻痺）

脳原性運動機能障害（上下肢不随意運動）

５．内部機能障害

心臓機能障害

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう機能障害

直腸機能障害

小腸機能障害
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別表２ 原因となった疾病・外傷名記載例

１．視覚障害

緑内障、糖尿病、ベーチェット病

２．聴覚又は平衡機能の障害

先天性難聴、老人性難聴、メニエール病

３．音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害

咽頭腫瘍、脳血管障害、唇顎口蓋裂

４．肢体不自由

関節リウマチ、足部骨腫瘍、脊髄損傷、脳性麻痺、脳血管障害

５．内部機能障害

ア 心臓機能障害

心室中隔欠損、ファロー四微

イ 腎臓機能障害

慢性腎炎、腎結核

ウ 呼吸器機能障害

肺結核、肺気腫

エ ぼうこう機能障害

膀胱腫瘍、二分脊椎

オ 直腸機能障害

潰痬性大腸炎、直腸腫瘍

カ 小腸機能障害

特発性仮性腸閉塞症、中腸軸捻症
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四　身体障害者障害程度等級表

１級

視力の良い方の眼
の視力（万国式試
視力表によって
測ったものをい
い、屈折異常のあ
る者については、
矯正視力について
測ったものをい
う。以下同じ。）
が0.01以下のもの

①　両上肢の機能
を全廃したもの
②　両上肢を手関
節以上で欠くもの

①　両下肢の機能
を全廃したもの
②　両下肢を大腿
の２分の１以上で
欠くもの

体幹の機能障
害により坐っ
ていることが
できないもの

２級

①　視力の良い方
の眼の視力が0.02
以上0.03以下のも
の
②　視力の良い方
の眼の視力が0.04
かつ他方の眼の視
力が手動弁以下の
もの
③　周辺視野角度
（I/4視標による。
以下同じ）の総和
が左右眼それぞれ
80度以下かつ両眼
中心視野角度（I/2
視標による。以下
同じ）が28度以下
のもの
④　両眼開放視認
点数が70点以下か
つ両眼中心視野視
認点数が20点以下
のもの

両耳の聴力レベ
ルがそれぞれ
100デシベル以
上のもの（両耳
全ろう）

①　両上肢の機能
の著しい障害
②　両上肢のすべ
ての指を欠くもの
③　一上肢を上腕
の２分の１以上欠
くもの
④　一上肢の機能
を全廃したもの

①　両下肢の機能
の著しい障害
②　両下肢を下腿
の２分の１以上で
欠くもの

①　体幹の機
能障害により
坐位又は起立
位を保つこと
が困難なもの
②　体幹の機
能障害により
立ち上がるこ
とが困難なも
の

３級

①　視力の良い方
の眼の視力が0.04
以上0.07以下のも
の（２級の②に該
当するものを除
く。）
②　視力の良い方
の眼の視力が0.08
かつ他方の眼の視
力が手動弁以下の
もの
③　周辺視野角度
の総和が左右眼そ
れぞれ80度以下か
つ両眼中心視野角
度が56度以下のも
の
④　両眼開放視認
点数が70点以下か
つ両眼中心視野視
認点数が40点以下
のもの

両耳の聴力レベ
ルが90デジベル
以上のもの（耳
介に接しなけれ
ば大声語を理解
し得ないもの）

平衡機能の
極めて著し
い障害

音声機能、
言語機能又
はそしゃく
機能の喪失

①　両上肢のおや
指及びひとさし指
を欠くもの
②　両上肢のおや
指及びひとさし指
の機能を全廃した
もの
③　一上肢の機能
の著しい障害
④　一上肢のすべ
ての指を欠くもの
⑤　一上肢のすべ
ての指の機能を全
廃したもの

①　両下肢を
ショッパー関節以
上で欠くもの
②　一下肢を大腿
の２分の１以上で
欠くもの
③　一下肢の機能
を全廃したもの

体幹の機能障
害により歩行
が困難なもの

級別

聴 覚 又 は 平 衡 機 能
の 障 害

上　肢 下　肢 体　幹

肢 体 不 自 由
音声機能
言語機能
又は

そしゃく
機能
の障害

平 衡 機 能
障 害

聴覚障害

視覚障害
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（身体障害者福祉法施行規則第５号）

上肢機能 移動機能

不随意運動・
失調等により
上肢を使用す
る日常生活動
作がほとんど
不可能なもの

不随意運動・
失調等により
歩行が不可能
なもの

心臓の機能の
障害により自
己の身辺の日
常生活活動が
極度に制限さ
れるもの

じん臓の機能
の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの

呼吸器の機能
の障害により
自己の身辺の
日常生活活動
が極度に制限
されるもの

ぼうこう又は
直腸の機能の
障害により自
己の身辺の日
常生活活動が
極度に制限さ
れるもの

小腸の機能の
障害により自
己の身辺の日
常生活活動が
極度に制限さ
れるもの

ヒト免疫不全
ウイルスによ
る免疫の機能
の障害により
日常生活がほ
どんど不可能
なもの

不随意運動・
失調等により
上肢を使用す
る日常生活動
作が極度に制
限されるもの

不随意運動・
失調等により
歩行が極度に
制限されるも
の

ヒト免疫不全
ウイルスによ
る免疫の機能
の障害により
日常生活が極
度に制限され
るもの

不随意運動・
失調等により
上肢を使用す
る日常生活動
作が著しく制
限されるもの

不随意運動・
失調等により
歩行が家庭内
での日常生活
活動に制限さ
れるもの

心臓の機能の
障害により家
庭内での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

じん臓の機能
の障害により
家庭内での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの

呼吸器の機能
の障害により
家庭内での日
常生活活動が
著しく制限さ
れるもの

ぼうこう又は
直腸の機能の
障害により家
庭内での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

小腸の機能の
障害により家
庭内での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

ヒト免疫不全
ウイルスによ
る免疫の機能
の障害により
日常生活が著
しく制限され
るもの（社会
での日常生活
活動が著しく
制限されるも
のを除く）

　心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくは
　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

心　　臓
機能障害

じ ん 臓
機能障害

呼 吸 器
機能障害

ぼうこう
又は直腸の
機能障害

小　　腸
機能障害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

肢 体 不 自 由

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
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四　身体障害者障害程度等級表

級別

聴 覚 又 は 平 衡 機 能
の 障 害

上　肢 下　肢 体　幹

肢 体 不 自 由
音声機能
言語機能
又は

そしゃく
機能
の障害

平 衡 機 能
障 害

聴覚障害

視覚障害

４級

①　視力の良い方
の眼の視力が0.08
以上0.1以下のもの
（３級の②に該当
するものを除
く。）
②　周辺視野角度
の総和が左右眼そ
れぞれ80度以下の
もの
③　両眼開放視認
点数が70点以下の
もの

①　両耳の聴力
レベルが80デシ
ベル以上のもの
（耳介に接しな
ければ話声語を
理解し得ないも
の）
②　両耳による
普通話声の最良
の語音明瞭度が
50パーセント以
下のもの

音声機能、
言語機能又
はそしゃく
機能の著し
い障害

①　両上肢のおや
指を欠くもの
②　両上肢のおや
指の機能を全廃し
たもの
③　一上肢の肩関
節肘関節又は手関
節のうち、いずれ
か一関節の機能を
全廃したもの
④　一上肢のおや
指及びひとさし指
を欠くもの
⑤　一上肢おや指
及びひとさし指の
機能を全廃したも
の
⑥　おや指又はひ
とさし指を含めて
一上肢の三指を欠
くもの
⑦　おや指又はひ
とさし指を含めて
一上肢の三指の機
能を全廃したもの
⑧　おや指又はひ
とさし指を含めて
一上肢の四指の機
能の著しい障害

①　両下肢のすべ
ての指を欠くもの
②　両下肢のすべ
ての機能を全廃し
たもの
③　一下肢を下腿
の２分の１以上で
欠くもの
④　一下肢の機能
の著しい障害
⑤　一下肢の股関
節又は膝関節の機
能を全廃したもの
⑥　一下肢が腱側
に比して10センチ
メートル以上又は
腱側の長さの10分
の１以上短いもの

５級

①　視力の良い方
の眼の視力が0.2か
つ他方の眼の視力
が0.02以下のもの
②　両眼による視
野の２分の１以上
が欠けているもの
③　両眼中心視野
角度が56度以下の
もの
④　両眼開放視認
点数が70点を超え
かつ100点以下のも
の
⑤　両眼中心視野
視認点数が40点以
下のもの

平衡機能の
著しい障害

①　両上肢のおや
指の機能の著しい
障害
②　一上肢の肩関
節肘関節又は手関
節のうち、いずれ
か一関節の機能の
著しい障害
③　一上肢のおや
指を欠くもの
④　一上肢のおや
指の機能を全廃し
たもの
⑤　一上肢のおや
指及びひとさし指
の機能の著しい障
害
⑥　おや指又はひ
とさし指を含めて
上肢の三指の機能
の著しい障害

①　一下肢の股関
節又は膝関節の機
能の著しい障害
②　一下肢の足関
節の機能を全廃し
たもの
③　一下肢が腱側
に比して５センチ
メートル以上又は
腱側の長さ15分の
１以上短いもの

体幹の機能の
著しい障害
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（身体障害者福祉法施行規則第５号）

上肢機能 移動機能

　心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくは
　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

心　　臓
機能障害

じ ん 臓
機能障害

呼 吸 器
機能障害

ぼうこう
又は直腸の
機能障害

小　　腸
機能障害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

肢 体 不 自 由

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

不随意運動・
失調等による
上肢の機能障
害により社会
での日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

不随意運動・
失調等により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

心臓の機能の
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限される
もの

じん臓の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

呼吸器の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

ぼうこう又は
直腸の機能の
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限される
もの

小腸の機能の
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限される
もの

ヒト免疫不全
ウイルスによ
る免疫の機能
の障害により
社会での日常
生活活動が著
しく制限され
るもの

不随意運動・
失調等による
上肢の機能障
害により社会
での日常生活
活動に支障の
あるもの

不随意運動・
失調等により
社会での日常
生活活動に支
障のあるもの
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四　身体障害者障害程度等級表

級別

聴 覚 又 は 平 衡 機 能
の 障 害

上　肢 下　肢 体　幹

肢 体 不 自 由
音声機能
言語機能
又は

そしゃく
機能
の障害

平 衡 機 能
障 害

聴覚障害

視覚障害

６級

視力の良い方の眼
の視力が0.3以上
0.6以下かつ他方の
眼の視力が0.02以
下のもの

①　両耳の聴力
レベルが70デシ
ベル以上のもの
（40センチメー
トル以上の距離
で発生された会
話語を理解し得
ないもの）
②　一側耳の聴
力レベルが90デ
シベル以上、他
側耳の聴力レベ
ルが50デシベル
以上のもの

①　一上肢のおや
指の機能の著しい
障害
②　ひとさし指を
含めて一上肢の二
指を欠くもの
③　ひとさし指を
含めて一上肢の二
指の機能を全廃し
たもの

①　一下肢をリス
フラン関節以上で
欠くもの
②　一下肢の足関
節の機能の著しい
障害

７級

①　一上肢の機能
の軽度の障害
②　一上肢肩関
節、肘関節又は手
関節のうち、いず
れか一関節の機能
の軽度の障害
③　一上肢の手指
の機能の軽度の障
害
④　ひとさし指を
含めて一上肢の二
指の機能の著しい
障害
⑤　一上肢のなか
指、くすり指及び
小指を欠くもの
⑥　一上肢のなか
指、くすり指及び
小指の機能を全廃
したもの

①　両下肢すべて
の指の機能の著し
い障害
②　一下肢の機能
の軽度の障害
③　一下肢の股関
節、膝関節又は足
関節のうち、いず
れか一関節の機能
の軽度の障害
④　一下肢のすべ
ての指を欠くもの
⑤　一下肢のすべ
ての指の機能を全
廃したもの
⑥　一下肢が腱側
に比して３センチ
メートル以上又は
腱側の長さの20分
の１以上短いもの

  １　同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、１級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。

  ２　肢体不自由においては、７級に該当する障害が２以上重複する場合、６級とする。

  ３　異なる等級について２以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。

  ４　「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第１指骨間関節以上を欠くものをいう。

  ５　「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。

  ６　上肢又は下肢体欠損の断端の長さは、実用上（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。

  ７　下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端まで計測したものをいう。

備

考

-14-



（身体障害者福祉法施行規則第５号）

上肢機能 移動機能

　心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくは
　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

心　　臓
機能障害

じ ん 臓
機能障害

呼 吸 器
機能障害

ぼうこう
又は直腸の
機能障害

小　　腸
機能障害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

肢 体 不 自 由

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

不随意運動・
失調等により
上肢の機能の
劣るもの

不随意運動・
失調等により
移動機能の劣
るもの

上肢の不随意
運動・失調等
を有するもの

下肢に不随意
運動・失調等
を有するもの

１　同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、１級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。

３　異なる等級について２以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。

４　「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第１指骨間関節以上を欠くものをいう。

５　「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。

６　上肢又は下肢体欠損の断端の長さは、実用上（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。
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